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今
回
は
、
刈
谷
市
公
共
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
と
工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て
な
ど
で
す
。

　

質
疑
に
つ
い
て
は
、
本
会
議
で
報
告
さ
れ
た
各
委
員
会
の
委
員
長
報
告
を
要

約
し
て
掲
載
し
ま
す
。

条　
  
例　
  
議　
  
案

■
刈
谷
市
公
共
駐
車
場
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

　

国
道　

号
高
架
下
に
泉
田
駐
車
場

23

他
５
駐
車
場
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴

い
改
正
し
ま
す
。

　

主
な
内
容

・
刈
谷
市
公
共
駐
車
場
に
泉
田
駐
車

　

場
、
築
地
駐
車
場
、
一
ツ
木
第
１

　

駐
車
場
、
一
ツ
木
第
２
駐
車
場
、

　

板
倉
駐
車
場
及
び
松
栄
駐
車
場
を

　

加
え
ま
す
。

・
利
用
単
位
は
月
極
利
用
と
し
ま
す
。

　

ま
た
、
月
極
利
用
を
し
よ
う
と
す

　

る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
許

　

可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
月
極
利
用
の
料
金
は
、
月
極
利
用

　

者
か
ら
前
納
で
徴
収
し
ま
す
。

・
料
金
は
、次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

〔
問
〕
公
共
駐
車
場
は
実
際
に
ど
の

　

よ
う
に
管
理
運
営
し
て
い
く
の
か
。

〔
答
〕
利
用
者
が
刈
谷
市
に
対
し
て

　

利
用
許
可
申
請
書
を
提
出
し
、
利

　

用
許
可
書
の
交
付
を
受
け
て
利
用

　

い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
が
、
利
用

　

許
可
書
の
期
間
は
最
大
１
年
で
あ

　

る
た
め
、
継
続
し
て
利
用
す
る
場

　

合
は
毎
年
申
請
い
た
だ
く
こ
と
に

　

な
る
。

　
　

ま
た
、
現
在
の
利
用
者
に
つ
い

　

て
は
引
き
続
き
利
用
で
き
る
よ
う

　

手
続
き
を
進
め
る
予
定
で
あ
り
、

　

空
き
区
画
に
つ
い
て
は
、
今
後
市

　

民
だ
よ
り
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

　

掲
載
に
よ
っ
て
公
募
す
る
予
定
で

　

あ
る
。

■
刈
谷
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
条
例
及
び
刈
谷
市
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
改

正
し
ま
す
。

主
な
内
容

・
配
偶
者
の
就
業
及
び
育
児
休
業
の

　

取
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
育

　

児
休
業
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
を

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
子
の
出
生
の
日
か
ら　

日
間
以
内

57

　

に
最
初
の
育
児
休
業
を
取
得
し
た

　

職
員
に
つ
い
て
、
特
別
の
事
情
が

　

無
い
場
合
で
も
再
度
の
育
児
休
業

　

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　国道23号高架下にある松栄駐車場

単　
  
行　
  
議　
  
案

■
刈
谷
市
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例

及
び
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い

改
正
し
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
「
短
期
雇
用
特
例

被
保
険
者
」
か
ら
短
期
の
雇
用
（
同

一
の
事
業
主
に
引
き
続
き
被
保
険
者

と
し
て
雇
用
さ
れ
る
期
間
が
１
年
未

満
で
あ
る
雇
用
を
い
い
ま
す
）
に
就

く
こ
と
を
常
態
と
す
る
者
が
除
か
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
雇
用
保
険
法
の
引

用
条
文
を
改
正
し
ま
す
。

■
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

市
役
所
新
庁
舎
及
び
駐
車
場
を
建

設
す
る
た
め
、
平
成　

年　

月　

日

20

11

11

に
締
結
し
た
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

て
、
建
設
材
料
で
あ
る
鋼
材
類
の
価

格
が
下
落
し
た
た
め
、
請
負
契
約
金

額
を
次
の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

変
更
前

　
　
　
　
  
５
５
億
３
、３
５
０
万
円

変
更
後

　
　
　
　
  
５
５
億
１
、０
１
３
万
円

契
約
の
相
手
方

　

鴻
池
・
角
文
特
定
建
設
工
事
共
同

企
業
体

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

新
庁
舎
建
設
に
伴
い
旧
庁
舎
を
取

り
壊
し
ま
す
。

工
事
概
要

　

建
屋
解
体
工
事
、外
構
解
体
工
事
、

イ
ン
フ
ラ
撤
去
工
事
及
び
主
要
設
備

撤
去
工
事

請
負
契
約
金
額

　
　
　
　
　
　
　
  
５
、６
４
９
万
円

契
約
の
相
手
方

　

豊
成
産
業
株
式
会
社

工
期

　

平
成　

年
３
月　

日
ま
で

23

15

〔
問
〕
解
体
に
際
し
て
使
用
で
き
る

　

物
品
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の

　

か
。

〔
答
〕
使
え
る
物
品
は
新
庁
舎
で
使

　

用
し
て
い
く
考
え
で
、
解
体
時
に

　

は
新
庁
舎
に
運
び
終
え
る
。

■
物
品
の
買
入
れ
に
つ
い
て
（
市
役

所
新
庁
舎
事
務
室
書
棚
等
備
品
）

　

市
役
所
新
庁
舎
事
務
室
に
お
け
る

書
棚
等
備
品
を
一
式
買
い
入
れ
ま
す
。

買
入
物
品

　

ス
ラ
イ
ド
式
書
棚
、
ロ
ッ
カ
ー
及

び
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

買
入
価
額

　
　
　
　
　
　
　
  
５
、６
２
８
万
円

契
約
の
相
手
方　
　

株
式
会
社
表
屋

■
物
品
の
買
入
れ
に
つ
い
て
（
市
役

所
新
庁
舎
事
務
室
カ
ウ
ン
タ
ー
等
製

作
備
品
）

　

市
役
所
新
庁
舎
事
務
室
に
お
け
る

カ
ウ
ン
タ
ー
等
製
作
備
品
を
一
式
買

い
入
れ
ま
す
。

買
入
物
品

　

窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー
、
カ
ウ
ン
タ
ー

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
課
名
表
示
板

買
入
価
額

　
　
　
　
　
　
　
  
２
、５
７
２
万
円

契
約
の
相
手
方

　

株
式
会
社
栗
田
商
会
刈
谷
営
業
所 　着々と工事の進む刈谷市役所新庁舎

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

日
高
小
学
校
北
舎
を
増
築
し
ま

す
。

工
事
場
所

刈
谷
市
日
高
町
１
丁
目
２
０
１
番
地

工
事
概
要

（
１
）構
造

　
　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
３
階

　

建
て

（
２
）面
積

　
　
　
  
１
、０
９
２
平
方
メ
ー
ト
ル

（
３
）主
な
施
設

　

普
通
教
室
７
、
児
童
ク
ラ
ブ
室
２

請
負
契
約
金
額

　
　
　
　
　
  
１
億
３
、７
４
２
万
円

契
約
の
相
手
方

　

白
半
建
設
株
式
会
社

工
期

　

平
成　

年
３
月　

日
ま
で

23

10

■
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

　

一
定
期
間
家
賃
を
滞
納
し
、
家
賃

の
支
払
い
等
に
応
じ
て
い
な
い
人
に

対
し
て
、
市
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び

家
賃
の
支
払
い
を
求
め
る
た
め
の
訴

え
を
提
起
し
ま
す
。

　増築する日高小学校

〔
問
〕
日
高
小
学
校
の
生
徒
数
は
、

　

今
年
の
５
月
１
日
現
在
で
５
８
８

　

名
、
ク
ラ
ス
が
１
年
生
か
ら
６
年

　

生
ま
で
の　

学
級
で
、
１
ク
ラ
ス

18

　

平
均
で　

・
６
名
で
あ
る
た
め
、

32

　

普
通
教
室
を
増
設
す
る
必
要
が
な

　

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
増
築
す

　

る
理
由
は
何
か
。

〔
答
〕
日
高
小
学
校
で
は
、
間
取
り

　

の
関
係
で
、
今
年
度
の
２
、
４
、

　

５
学
年
に
お
い
て
、
各
学
年
を
同

　

一
フ
ロ
ア
ー
に
配
置
で
き
ず
、
連

　

絡
調
整
等
に
支
障
を
き
た
し
て
い

　

る
こ
と
、
ま
た
少
人
数
授
業
に
お

　

い
て
も
、
違
う
階
や
棟
の
教
室
を

　

使
用
し
て
い
る
こ
と
が
理
由
で
あ

　

る
。
今
回
の
増
築
に
よ
り
、
各
学

　

年
を
同
一
フ
ロ
ア
ー
に
配
置
す
る

　

こ
と
が
で
き
、
同
時
に
少
人
数
授

　

業
の
た
め
の
教
室
も
近
く
に
配
置

　

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、
将
来
推
計
に
よ
る
と
、
特

　

に
平
成　

年
度
以
降
、
児
童
数
の

26

　

大
幅
な
増
加
が
見
込
ま
れ
、
学
級

　

数
が
増
加
し
た
場
合
に
も
対
応
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
。
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報　
  
告　
  
案　
  
件

■
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
専
決
処

分
に
つ
い
て

　

草
刈
作
業
中
の
手
順
誤
り
に
よ
り

生
じ
た
相
手
方
の
乗
用
車
へ
の
損
害

に
対
し
、
損
害
賠
償
し
ま
し
た
。

損
害
賠
償
額　
　
　
　
　
　

７
万
円

■
刈
谷
市
土
地
開
発
公
社
経
営
状
況

に
つ
い
て

　

土
地
開
発
公
社
は
、
刈
谷
市
の
基

本
構
想
に
基
づ
き
道
路
用
地
や
公
園

用
地
な
ど
を
取
得
、
管
理
、
処
分
す

る
こ
と
で
地
域
の
秩
序
あ
る
整
備
と

市
民
福
祉
の
増
進
に
努
め
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
事
業
報
告
を
了
承

21

し
ま
し
た
。

◇
事
業
の
内
容

取
得
し
た
土
地

　

公
共
代
替
地
１
１
５
・
５
平
方
誡

取
得
価
格
の
総
額

　
　
　
　
　
　
　
  
１
、０
６
１
万
円

処
分
し
た
土
地

　

公
共
代
替
地
１
１
５
・
５
平
方
誡

処
分
価
格

　
　
　
　
　
　
　
  
１
、０
６
１
万
円

■
平
成　

年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
継

21

続
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て

　

継
続
費
と
は
、
数
年
度
に
わ
た
り

予
算
を
支
出
す
る
も
の
で
、
完
了
に

期
間
を
要
す
る
事
業
に
適
用
し
ま
す
。

　

経
費
の
総
額
や
年
割
額
は
あ
ら
か

じ
め
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
事
業

の
進
行
状
況
に
よ
り
順
次
繰
り
越
し

て
支
出
し
ま
す
。

◇
一
般
会
計
◇

庁
舎
建
設
事
業

継
続
費
の
総
額

　
　
　
　
  
８
７
億
７
、２
０
０
万
円

　

年
度
へ
の
繰
越
額

22
　
　
　
　
  
１
３
億
３
、４
６
０
万
円

保
健
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

継
続
費
の
総
額

　
　
　
　
  
１
６
億
９
、２
０
０
万
円

　

年
度
へ
の
繰
越
額

22
　
　
　
　
　
  
１
億
５
、０
２
１
万
円

■
平
成　

年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
繰

21

越
明
許
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て

　

繰
越
明
許
費
と
は
、
天
候
不
順
、

交
渉
の
不
調
な
ど
に
よ
り
事
業
の
完

了
が
遅
れ
た
場
合
、
翌
年
度
に
限
り

予
算
を
繰
り
越
し
て
支
出
で
き
る
も

の
で
す
。

◇
一
般
会
計
◇

　

刈
谷
駅
北
口
ア
ー
バ
ン
フ
ェ
イ
ス

整
備
事
業
な
ど　

件
26

繰
越
総
額

　
　
　
　
  
１
４
億
９
、９
２
７
万
円

◇
特
別
会
計
◇

　

区
画
整
理
事
業

繰
越
総
額　
　
　
  
１
、８
４
９
万
円

　整備中の刈谷駅北口風景

予　
  
算　
  
議　
  
案

　

予
算
議
案
は
全
議
員
で
構
成
す
る

予
算
審
査
特
別
委
員
会
を
経
て
、
企

画
総
務
、
福
祉
経
済
、
建
設
水
道
、

文
教
の
各
分
科
会
で
審
査
さ
れ
ま
し

た
。

　

本
会
議
最
終
日
前
に
再
度
、
予
算

審
査
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
各
分

科
会
で
の
審
査
結
果
を
各
分
科
会
委

員
長
よ
り
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

補
正
す
る
額

　
　
　
　
　
　
　
  
４
、４
５
６
万
円

補
正
後
の
一
般
会
計

　
　
　
  
５
１
６
億
５
、９
３
０
万
円

補
正
後
の
予
算
総
額

　
　
　
  
７
７
４
億
６
、３
２
２
万
円

主
な
事
業

（
防
犯
）

　

防
犯
啓
発
用
資
材
を
地
区
へ
配
備

し
ま
す
。　　
　
　
　
  
１
９
９
万
円

（
都
市
計
画
）

　

区
画
整
理
台
帳
の
デ
ー
タ
化
及
び

国
道　

号
高
架
下
へ
の
駐
車
場
設
置

23

を
行
い
ま
す
。　　

２
、６
８
９
万
円

請
願
・
陳
情
の
結
果

　

今
回
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ

れ
た
陳
情
２
件
は
、
関
係
す
る
委
員

会
で
審
査
さ
れ
た
結
果
、
す
べ
て
不

採
択
と
な
り
ま
し
た
。

▼
働
く
者
の
権
利
を
守
り
、
住
民
の

安
全
・
安
心
を
確
保
し
、
憲
法
擁
護
・

核
兵
器
の
な
い
世
界
を
求
め
る
陳
情

▼
働
く
者
の
権
利
を
守
る
こ
と
を
求

め
る
陳
情

　

４
月
臨
時
会
は
４
月　

日
に
招
集

12

さ
れ
、
会
期
を
１
日
間
と
し
同
日
閉

会
し
ま
し
た
。

　

議
案
に
つ
い
て
は
当
局
よ
り
説
明

を
受
け
、
質
疑
の
後
、
委
員
会
で
の

審
査
を
省
略
し
、
採
決
し
た
結
果
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し

た
。

■
刈
谷
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い

改
正
し
ま
す
。

○
個
人
市
民
税
の
主
な
改
正

ア　
　

歳
未
満
の
扶
養
親
族
に
係
る

16

　
　

扶
養
控
除
の
廃
止
に
伴
い
、
扶

　
　

養
親
族
に
関
す
る
事
項
を
記
載

　
　

し
た
申
告
書
の
提
出
を
義
務
と

　
　

し
ま
す
。

イ　
　

歳
未
満
の
給
与
所
得
者
に
係

65

　
　

る
公
的
年
金
等
所
得
の
所
得
割

　
　

額
を
給
与
所
得
に
係
る
所
得
割

　
　

額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
に

　
　

加
算
し
て
、
給
与
か
ら
の
特
別

　
　

徴
収
を
し
ま
す
。

ウ　

上
場
株
式
等
に
係
る
税
率
が　
20

　
　

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
こ
と
に
よ

　
　

り
、
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上

　
　

場
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業

　
　

所
得
等
の
金
額
と
非
課
税
口
座

　
　

内
上
場
株
式
等
以
外
の
株
式
等

　
　

の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
等
の

　
　

金
額
と
を
区
分
し
て
、
所
得
を

　
　

計
算
し
ま
す
。

○
固
定
資
産
税
の
主
な
改
正

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り

地
方
開
発
事
業
団
等
が
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
固
定
資
産
税
の
納
税

義
務
者
等
に
係
る
規
定
か
ら
地
方
開

発
事
業
団
を
削
り
ま
す
。

○
市
た
ば
こ
税

　

市
た
ば
こ
税
の
税
率
を
次
の
よ
う

に
改
め
ま
す
。

■
刈
谷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い

改
正
し
ま
す
。

主
な
改
正

・
倒
産
、
解
雇
等
に
よ
り
離
職
し
た

　

者
に
つ
い
て
は
、
離
職
の
日
の
翌

　

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末

　

日
ま
で
の
間
は
、
当
該
離
職
し
た

　

者
の
総
所
得
金
額
の
う
ち
給
与
所

　

得
を
１
０
０
分
の
３
０
と
し
て
国

　

民
健
康
保
険
税
を
算
定
し
ま
す
。

・
課
税
限
度
額
を
次
の
と
お
り
改
正

　

し
ま
す
。


